
 

埼玉県環境みらい資金融資利子補給金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、埼玉県環境みらい資金融資貸付要綱（以下「貸付要綱」という。）

第９条に基づき、予算の範囲内において利子補給金を交付する。 

２ 前項の利子補給金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 

（対象者） 

第２条 利子補給金の交付を受けることができる者は、貸付要綱第２条第１項第２

号に規定する取扱金融機関（以下「取扱金融機関」という。）で埼玉県環境みら

い資金を融資実行した金融機関とする。 

 

（利子補給金の額） 

第３条 取扱金融機関に係る利子補給金の交付は、前期分及び後期分の年２回とし、

次の方法で算出した額の範囲内において知事の定める額とする。 

一 前期分については、当該年度の４月末日と８月末日の貸付残高の合計額を２

で除した額に次号に定める利子補給率を乗じて得た額を２で除した額とし、後

期分については、当該年度の１０月末日と２月末日の貸付残高の合計額を２で

除した額に次号に定める利子補給率を乗じて得た額を２で除した額とする。 

二 前号における利子補給率は、貸付要綱第４条第１項第１号に定める経費にあ

っては、年１.２％（信用保証を付す場合は年１.５％）、第２号に定める経費

にあっては、当該経費に係る基準金利に県の負担割合４０.５％を乗じて得た

率（小数点第３位以下切り捨て）とし、信用保証を付さない場合は算出の結果

から年０．３％を減じた率とする。 

三 貸付要綱第４条第１項第１号に定める経費について、前号に規定する利子補

給率が当該経費に係る基準金利と同率またはこれを超える場合は、基準金利か

ら０．０１％を減じた率とする。 

四 貸付要綱第４条第１項第２号に定める経費について、第２号に規定する利子

補給率の算出の結果、年０.８５％（信用保証を付さない場合は年０.５５％）

を超える場合は、これを超えないものとする。 

五 第１号の残高には次のものは除外・控除する。 

イ 最長融資期間を徒過したもの。 

ロ 信用保証協会による代位弁済分。 



 

ハ 繰上償還があったときは、当該繰上償還額。 

ニ 延滞があったときは、当該延滞している元金額。 

２ 前項の規定により算出した額（以下「算出額」という。）が１万円未満のとき

は利子補給は行わない。 

３ 算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

４ 知事は、第１項の規定にかかわらず、貸付要綱第３条に規定する者が貸付要綱

第１７条第１項各号の一に該当すると認められる場合は、当該貸付に係る利子補

給金の全部又は一部を算出額から減額することができる。 

 

（利子補給金の交付期間） 

第４条 利子補給金を交付する期間は、貸付要綱第６条第２号で定める貸付期間内

とする。 

 

（申請書の様式） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１－２号のとおりとする。 

 

（申請書の提出） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、利子補給金の交付を受けようと

する期間の属する年の９月３０日及び翌年の３月３１日までの間でそれぞれ知

事が別に定める日とする。 

 

（記載事項等の省略等） 

第７条 規則第４条第１項第２号及び第３号に掲げる事項は記載することを要し

ない。 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、様式第２－２号によ

る環境みらい資金融資残高報告書とする。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要

しない。 

 

（交付決定兼確定通知書の様式） 

第８条 規則第７条の交付決定通知書及び第１４条の額の確定に係る通知書の様

式は、様式第３－２号のとおりとする。 

 

（利子補給金の請求） 

第９条 規則第７条及び第１４条により交付決定兼確定通知書の交付を受けた者



 

は、当該交付決定兼確定通知書を受領した日から１０日以内に、様式第４－２号

の環境みらい資金利子補給金請求書（金融機関用）により知事に請求するものと

する。 

 

（書類の整備等） 

第１０条 利子補給金の交付を受けた者は、利子補給金の交付に係る関係書類を利

子補給金の交付を受けた年度から７年間保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、

知事と取扱金融機関とが協議して定めるものとする。 

 

 

附  則 

１ この要綱は、昭和４８年５月３０日から施行し、昭和４８年４月１日から適用

する。 

２ 埼玉県公害防止整備資金利子補助要綱（昭和４６年６月１日決裁）は、廃止す

る。 

３ この要綱の適用の際現に埼玉県公害防止整備資金利子補助要綱（昭和４６年６

月１日決裁）の適用を受けていた者に係る利子補助については、なお従前の例に

よる。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５２年６月６日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５２年１１月１日から施行し、昭和５２年１０月３日から適

用する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５３年７月１日から施行し、昭和５３年４月１日から適用す

る。 



 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５４年１１月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の率については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５５年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の率については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５６年５月１１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の率については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和５９年１月４日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の額については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 



 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の率については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、昭和６２年１月５日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給金の率については、なお従前

の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給率については、なお従前の例

による。 

附  則 

１ この要綱は、平成４年３月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給率については、なお従前の例

による。 

附  則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県公害防止資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給率については、なお従前の例

による。 

附  則 

１ この要綱は、平成５年１２月２０日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県環境改善施設整備資金利子補給金交付要綱に

基づいて利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給率については、なお

従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の埼玉県環境改善施設整備資金利子補給金交付要綱に

基づいて利子補給金の交付を受けている者に対する利子補給率については、なお

従前の例による。 

附  則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 



 

附  則 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 平成１０年４月１日から平成１３年３月３１日までの間に、ダイオキシン対策

のための廃棄物処理施設の整備に要する経費を対象として貸付を受けた場合に

は、第３条第１項における利子補給率は、同条第３項に定める利子補給率を適用

する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の彩の国環境創造資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に彩の国環境創造資金貸

付要綱第１０条に基づく施設に係る借入申込みをした者を含み、自動車に係る借

入申込みをした者を除く。）に対する利子補給率については、なお従前の例によ

る。 

３ 平成１０年４月１日から平成１４年３月３１日までの間に、ダイオキシン対策

のための廃棄物処理施設の整備に要する経費を対象として貸付を受けた場合に

は、第３条第１項における利子補給率は、同条第３項に定める利子補給率を適用

する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

２ この要綱による改正前の「彩の国環境創造資金及び青空再生低公害車導入資金

利子補給金交付要綱」に基づいて利子補給金の交付を受けている者（この要綱施

行の際現に彩の国環境創造資金貸付要綱第１０条に基づく借入申込みをした者

を含む。）に対する利子補給金の額については、なお従前の例による。 

３ 平成１０年４月１日から平成１５年３月３１日までの間に、ダイオキシン対策

のための廃棄物処理施設の整備に要する経費を対象として貸付を受けた場合に

は、第３条第１項第１号における利子補給率は、同条同項第３号に定める利子補

給率を適用する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の彩の国環境創造資金利子補給金交付要綱に基づいて

利子補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に彩の国環境創造資金貸

付要綱第１０条に基づく借入申込みをした者を含む。）に対する利子補給率につ

いては、なお従前の例による。 



 

附  則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子

補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に環境みらい資金貸付要綱第

１０条に基づく借入申込みをした者を含む。）に対する利子補給率については、

なお従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附  則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子

補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に環境みらい資金貸付要綱第

１０条に基づく借入申込みをした者を含む。）に対する利子補給率については、

なお従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子補

給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に環境みらい資金貸付要綱第１

０条に基づく借入申込みをした者を含む。）に対する利子補給率については、な

お従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子

補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に埼玉県環境みらい資金融資

貸付要綱第１２条第１項に基づく貸付認定者を含む。）に対する利子補給率につ

いては、なお従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子

補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に埼玉県環境みらい資金融資

貸付要綱第１２条第１項に基づく貸付認定者を含む。）に対する利子補給率につ

いては、なお従前の例による。 

附  則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の環境みらい資金利子補給金交付要綱に基づいて利子



 

補給金の交付を受けている者（この要綱施行の際現に埼玉県環境みらい資金融資

貸付要綱第１２条第１項に基づく貸付認定者を含む。）に対する利子補給率につ

いては、なお従前の例による。 


